
丸亀市告示第 1029 号 

次のとおり制限付き一般競争入札（以下「入札」という。）を行うので、丸亀市契約規則（平

成 17 年規則第 48 号。以下「規則」という。）第 7 条及び丸亀市制限付き一般競争入札事務取扱

規程（平成 17 年訓令第 45 号。以下「規程」という。）第 3 条の規定により告示する。 

令和 8 年 2 月 10 日 

 

丸亀市長 松 永 恭 二  

 

個別項目 

1 工事名 第 2 期高質空間整備工事 

2 工事場所 丸亀市大手町二丁目地内 

3 工事種別 土木一式工事 

4 工事概要 【整備工事】 

1.道路土工 

 2.構造物撤去工 

 3.排水構造物工（景観型側溝 190ｍ、雨水浸透桝等） 

 4.舗装工（重車両用 ILB 舗装 930 ㎡、機能性 ILB 舗装 778 ㎡等） 

5 工期 契約締結日から令和 8 年 8 月 31 日まで 

6 予定価格 131,219,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

7 落札者の決定方

法 

(1) 落札者の決定方法については、総合評価落札方式（簡易型Ｂ’タ

イプ）により落札者を決定する（詳細は本市ホームページの入札・

契約内の「総合評価方式の手引き」及び工事ごとに別途添付する資

料を参照のこと）。 

(2) この入札について、低入札価格調査制度による低入札価格調査基

準価格及び数値的判断基準（失格基準）を設ける（詳細は本市ホー

ムページの入札・契約内）。 

(3) 予定価格の制限の範囲内をもって入札をした者のうち、総合評価

落札方式により最も評価値の高い者を落札者とする。ただし、低入

札価格調査基準価格に満たない金額で入札を行った場合は、低入札

価格調査を実施し、契約内容に適合した履行がされると判断された

場合に落札者とする。 

なお、数値的判断基準（失格基準）に満たない金額で入札をした者

については、失格とする。 

(4) 低入札価格調査基準価格は入札後に公表する。 

8 支払条件 (1) 前払金 ※請負代金の 10 分の 4 以内とする。（10 万円未満の端数

は切り捨てるものとする。） 

(2) 中間前払金（市建設工事の中間前金払に関する取扱要領の要件に



該当する場合に限る。） 

(3) 完成払 

なお、(1)又は(2)については、必要であれば、市へ請求すること

ができる。 

9 入札参加資格 単体企業で、共通項目で示す入札参加資格要件のほか、次の(1)から

(5)までに掲げる要件を全て満たすもの 

(1) 格付等 

ア 丸亀市の令和 7 年度建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載

され、かつ、丸亀市建設工事指名競争入札参加者資格基準第 3 条の

等級別格付けで土木一式工事の A 等級の格付けを受けている者 

イ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下｢法｣という。）第 16 条

の規定による施工体制が構成される者（当該工事を請け負い、一部

を下請けに出す際の下請代金が 5,000 万円以上となる場合は、法

15 条の規定による特定建設業（土木工事）の許可が必要である。） 

(2) 地域要件 

丸亀市内に法第 3 条第 1 項に規定する営業所（主たる営業所（本 

社・本店）に限る。）を有すること。 

※営業所としての実態がないと市が判断した場合は、「制限付き一般

競争入札及び指名競争入札における営業所認定基準（丸亀市のホー

ムページでご確認ください。）」に基づき、入札に参加できないもの

とする。 

(3) 施工実績 

次の要件を全て満たす工事の元請業者（共同企業体の場合は、出 

資比率が 20％以上の構成員に限る。以下同じ。）としての施工実績

があること。 

ア 平成 22 年 4 月 1 日以降に工事が完成し、入札参加確認申請書の

提出までに引渡しが完了した工事であること。 

イ 別表第１に規定する国、地方公共団体等が発注した土木一式工事

で、請負金額が 7,000 万円以上の工事であること。 

（注）共同企業体の構成員については、その出資比率を施工実績に乗

じた規模の工事を施工したものとみなす。 

(4) 技術者の配置 

   下記の要件を全て満たす技術者（入札日において当該入札参加者

と 3 か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置す

ることができること。 

ア (3)に掲げる施工実績と同等以上の工事の元請業者（共同企業体の

構成員である場合を含む｡）の監理技術者、主任技術者、担当技術者

又は現場代理人（当該土木一式工事に係るものに限る。）としての施



工経験がある者 

（注）共同企業体の構成員については、その出資比率を施工実績に乗

じた規模の工事を施工したものとみなす。 

イ アの施工実績において、工期（工期の終期は工事完了年月日とす

る。）の 2 分の 1 以上従事している者 

ウ 法第 26 条の規定による監理技術者又は主任技術者の資格を有す

る者（土木工事業に係るものに限る｡） 

 ※当該工事を請け負い、一部を下請けに出す際の下請代金が 5,000

万円以上となる場合は、監理技術者を配置すること。 

(5) この告示と同日に告示された次の工事に係る入札の落札者でない 

こと。 

ア 丸亀市告示第 1029 号 

「第 2 期高質空間整備工事」 

イ 丸亀市モーターボート競走事業告示第 1002 号 

「BTS まるがめ改築に伴う機械設備工事」 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加申請 (1) 申請書類 

ア 入札参加資格確認申請書（規程様式第 1 号）（以下「申請書」と

いう。） 

イ 入札参加資格確認資料（規程様式第 2 号及び第 3 号）（以下「資

料」という。） 

ウ 申請書及び資料に添付を求めている書類 

(2) 申請方法 

原則として、かがわ電子入札システムにより提出すること。 

（(1)ウ 申請書及び資料に添付を求めている書類のみ、丸亀市役所

庶務課（注 1）へ事前に連絡の上、紙で提出することもできる。） 

ただし、丸亀市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）の

11 の規定に基づき、市が紙入札を認めた事業者にあっては、(1)ア

からウまでを全て紙により提出することができる。 

なお、この場合、運用基準に該当するかどうかの審査を行うので、 

入札参加申請締切り（令和 8 年 2 月 18 日）までに余裕を持って、

丸亀市役所庶務課（注 1）まで連絡すること。 

※ (3)の受付期間内に、(1)アからウまでの全ての書類が提出されな

い場合、申請は受け付けることはできない。 

(3) 受付期間 

令和 8 年 2 月 10 日から令和 8 年 2 月 18 日まで（かがわ電子入札

システム稼働時間中。ただし、最終日は午後 3 時まで）とする。 

11 入札参加資格の

決定 

令和 8 年 2 月 24 日までに、かがわ電子入札システムにより通知す

る。ただし、運用基準の 11 の規定に基づき、市が紙入札を認めた事



業者に対しては、規程様式第 4 号入札参加資格確認通知書をもって通

知する。 

12 入札参加資格が

認められなかっ

た者に対する理

由の説明 

入札参加資格が認められなかった者は、その理由について市長に対

して、説明を求めることができる。 

(1) 方法 

かがわ電子入札システムにより提出すること。ただし、運用基準 

の 11 の規定に基づき、市が紙入札を認めた事業者にあっては、持 

参により提出することができる。 

(2) 期限 

令和 8 年 2 月 25 日まで（17 時 15 分までのかがわ電子入札シス 

テム稼動時間中。持参の場合は注 1） 

(3) 回答 

令和8年3月2日までにかがわ電子入札システムにより通知する。

ただし、運用基準の 11 の規定に基づき、市が紙入札を認めた事業

者に対しては、書面で通知する。 

13 設計図書の閲覧 (1) 期間 

令和 8 年 2 月 10 日から令和 8 年 3 月 12 日まで 

(2) 場所 

〇かがわ電子入札システム 入札情報サービス 

  https://dennyu.pref.kagawa.lg.jp/PPI_P/ 

14 質疑 (1) 方法 

かがわ電子入札システムにより提出すること。ただし、運用基準

の 11 の規定に基づき、市が紙入札を認めた事業者にあっては、持

参により提出することができる。 

(2) 期限 

令和 8 年 3 月 4 日まで（17 時 15 分までのかがわ電子入札システ

ム稼動時間中。持参の場合は注 1） 

(3) 回答閲覧期間 

令和 8 年 3 月 9 日から令和 8 年 3 月 12 日まで、かがわ電子入札

システム（かがわ電子入札システム稼動時間中）において閲覧に供

する。ただし、紙入札事業者にあっては、丸亀市役所庶務課（注 1）

において閲覧できるものとする。 

15 現場説明会 実施しない。 

16 入札 (1) 方法 

かがわ電子入札システムで行う。ただし、運用基準の 11 の規定

に基づき、市が紙入札を認めた入札者にあっては、持参により提出

することができる。この場合は、(2)に記載する日時に、丸亀市役所

庶務課（注 1）に持参すること。 



(2) 期間 

令和 8 年 3 月 11 日 8 時から令和 8 年 3 月 12 日 17 時までのかが

わ電子入札システム稼動時間中とする。 

(3) 重複応募 

9（5）に掲げるア及びイの工事に係る入札への重複応募は可とす 

る。 

17 開札 かがわ電子入札システムで行う。 

なお、運用基準の 11 の規定に基づき、市が紙入札を認めた入札者 

がある場合は、先に紙の入札書を開封し、その内容を電子入札システ 

ムに登録してから電子入札システムによる入札書の開札を行う。 

(1) 日時 

令和 8 年 3 月 16 日 9 時以降、9（5）に示すアからイの順に行う。 

(2) 場所 

丸亀市役所庶務課 

18 その他 本工事は、「丸亀市週休 2 日工事実施要領」の規定に基づき実施する

工事（受注者希望型）である。当初予定価格は週休 2 日の補正を行っ

ておらず、受注者が週休 2 日工事を実施した場合は、現場閉所の達成

状況に応じて増額補正を行う。 

（注 1）日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日

を除く。 

なお、受付時間は、8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第1（個別項目9(3)関係）

区　　分 機関の名称

国

地方公共団体

（地方自治法第１条の３）
都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区

公共法人

（法人税法別表第１に掲げ

るもの）

沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、港務

局、国立大学法人、社会保険診療報酬支払基金、水害予防組合、水害予防組合連

合、大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方公共団体金融機構、地方公共団体

情報システム機構、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、地方独立

行政法人、独立行政法人（その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地

方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定

したものに限る。）、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理

組合、日本下水道事業団、日本司法支援センター、日本中央競馬会、日本年金機

構、日本放送協会、福島国際研究教育機構

国土交通省令で定める法人

（建設業法施行規則第１８

条）

公益財団法人ＪＫＡ、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国

立研究開発法人理化学研究所、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等

共済基金、新関西国際空港株式会社、地方競馬全国協会、中間貯蔵・環境安全事業

株式会社、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、東京湾横断道路

の建設に関する特別措置法（昭和61年法律第45号）第2条第1項に規定する東京湾横

断道路建設事業者、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基

盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、中日本高速道路株式会社、成田国際空

港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本たば

こ産業株式会社、農林漁業団体職員共済組合、日本電信電話株式会社等に関する法

律（昭和59年法律第85号）第1条第1項に規定する会社及び同条第2項に規定する地域

会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株

式会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和61年法律

第88号）第1条第3項に規定する会社

公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律

施行令第１条に規定される

法人

首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会

社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、

阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会

社、沖縄科学技術大学院大学学園、日本中央競馬会、国立研究開発法人宇宙航空研

究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人情報通信研究

機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用

支援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法

人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少

年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行

政法人自動車事故対策機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄

道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学

生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人水資源機

構、独立行政法人労働者健康安全機構  


